
比
較
法
学
二
四
巻
二
号

六
八

九
　
西
ド
イ
ツ
の
家
庭
事
件
裁
判
制
度

1
家
事
紛
争
に
お
け
る
裁
判
官
の
役
割
1

カ
ー
ル
　
フ
ィ
ル
シ
ン
グ

は
じ
め
に

一
　
一
九
七
七
年
以
前
に
お
け
る
法
の
状
態
ー
改
正
の
提
案

二
　
家
庭
事
件

三
　
家
庭
裁
判
所

六五四

家
庭
事
件
に
お
け
る
手
続

問
題
と
展
望

統
計
資
料

は

じ
　
め
　
に

　
以
下
の
報
告
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
｝
九
七
六
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
エ
レ

婚
姻
法
お
よ
び
家
族
法
改
正
第
一
法
律
（
塁
男
○
）
に
よ
り
創
設
さ
れ
、

一
九
七
七
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
家
庭
裁
判
制
度
に
つ
い
て
の

概
観
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
そ
れ
に
関
連
し
た
今
日
ま
で
の
展
開
、

そ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
だ
が
生
み
の
苦
し
み
に
影
響
さ
れ
て
き
た
、
ま

た
現
在
も
さ
れ
て
い
る
展
開
に
つ
い
て
触
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
輪
郭
の
テ
ー
マ
を
詳
細
に
検
討
す
る
前
に
、
家
庭
事
件

に
お
け
る
管
轄
権
お
よ
び
交
流
（
く
①
詩
Φ
ξ
）
に
関
す
る
新
た
な
制
度
に

関
連
す
る
限
り
で
、
我
々
の
考
察
の
中
心
を
な
す
一
九
七
六
年
の
婚
姻

法
お
よ
び
家
族
法
改
正
第
一
法
律
の
前
史
を
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に

し
よ
う
。



一
九
七
七
年
以
前
に
お
け
る
法
の
状
態

　
　
　
改
正
の
提
案

　
　
　
　
パ
　
レ

　
婚
姻
事
件
、
特
に
離
婚
訴
訟
お
よ
び
離
婚
に
よ
り
生
ず
る
附
随
手
続

　
　
こ
れ
に
属
す
る
の
は
、
監
護
権
お
よ
び
面
接
交
渉
に
関
す
る
規
律
、

他
方
の
親
に
対
す
る
子
の
引
渡
、
嫡
出
子
お
よ
び
配
偶
者
に
対
す
る
法

律
上
の
扶
養
義
務
、
家
財
お
よ
び
夫
婦
財
産
法
上
の
事
件
で
あ
る
ー

に
つ
い
て
は
、
一
九
七
七
年
一
月
一
日
以
前
に
は
特
定
の
裁
判
所
に
属

す
る
統
一
的
な
管
轄
権
は
創
設
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
個
々
の
裁
判

を
時
間
的
に
調
整
す
る
こ
と
が
欠
け
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
手
続
が
分

離
し
、
そ
れ
と
結
合
し
て
従
前
の
婚
姻
に
つ
い
て
当
事
者
が
不
必
要
な

論
争
を
繰
り
返
す
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
ま
た
、
他
方
で
は
配
偶
者

に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
分
離
の
範
囲
は
、
し
ば
し
ば
適
時
に
か
つ
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヱ

に
は
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
。
婚
姻
事
件
に
つ
い
て
は
地
方
裁
判
所
の
民

事
部
が
民
事
訴
訟
手
続
に
基
づ
き
管
轄
権
を
有
し
、
監
護
権
お
よ
び
面

接
交
渉
の
規
律
、
な
ら
び
に
他
方
の
親
へ
の
子
の
引
渡
し
に
つ
い
て
は
、

後
見
裁
判
所
（
区
裁
判
所
の
部
）
が
非
訟
事
件
手
続
に
お
い
て
管
轄
権
を

有
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
者
に
よ
る
子
の
引
渡
し
に
つ
い
て
は

訴
訟
裁
判
所
が
裁
判
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
扶
養
を
求
め
る
訴
え
は

区
裁
判
所
の
訴
訟
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
、
家
財
の
処
理
に
関
す
る
事
件

は
区
裁
判
所
の
非
訟
事
件
手
続
に
よ
り
、
ま
た
夫
婦
財
産
法
上
の
請
求

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

に
つ
い
て
は
訴
額
に
従
い
区
裁
判
所
ま
た
は
地
方
裁
判
所
の
部
の
訴

訟
手
続
に
よ
り
処
理
さ
れ
た
。
ま
た
、
剰
余
清
算
債
権
の
猶
予
に
つ
い

て
は
、
後
見
裁
判
所
が
非
訟
事
件
手
続
に
よ
り
裁
判
を
行
な
う
権
限
を

有
し
た
。

　
ま
ず
第
一
に
、
実
体
離
婚
法
の
改
正
の
努
力
と
関
連
し
て
、
第
一
次

大
戦
後
手
続
法
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゑ

一
九
二
八
年
の
第
三
五
回
ド
イ
ツ
法
律
家
大
会
で
は
婚
姻
事
件
を
区

裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
柔
軟
性
に
富
む
非
訟
事
件
手

続
に
お
い
て
、
家
庭
裁
判
官
と
し
て
の
後
見
裁
判
官
が
婚
姻
事
件
と
、

最
も
重
要
な
離
婚
附
随
事
件
と
を
同
時
に
解
決
す
る
こ
と
を
め
ざ
す

提
案
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
提
案
の
実
現
の
機
は
な
お
熟
し
て

い
な
か
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
よ
う
や
く
そ
の
提
案
が
再
度
取
り
上
げ

　
パ
エ

ら
れ
、
最
終
的
に
一
九
七
六
年
の
婚
姻
法
お
よ
び
家
族
法
改
正
第
一
法

律
を
通
し
て
家
庭
裁
判
所
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
を
参
照
）
を
創
設
す
る

こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
一
九
世
紀
末
に
創
設
さ
れ
た
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
マ

年
裁
判
所
か
ら
発
展
し
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
多
く
の
州
に
存
在
す

る
家
庭
裁
判
所
制
度
か
ら
得
ら
れ
た
理
解
が
、
実
り
豊
か
な
影
響
を
与

え
た
。
さ
ら
に
一
九
四
九
年
以
来
、
日
本
に
導
入
さ
れ
整
備
さ
れ
た
家

庭
裁
判
所
制
度
が
ド
イ
ツ
の
研
究
者
に
与
え
た
認
識
も
、
こ
れ
に
加
わ

　
　
　
（
7
V

っ
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
家
庭
裁
判
所
の
成
立
は
、
著
し
く
増
大

六
九



比
較
法
学
二
四
巻
二
号

し
た
未
成
年
者
の
犯
罪
、
離
婚
数
の
著
し
い
増
加
、
そ
し
て
急
激
に
進

行
し
つ
つ
あ
る
家
庭
の
崩
壊
に
深
い
原
因
を
も
つ
。
特
別
の
能
力
を
有

す
る
裁
判
官
を
お
き
、
ま
た
手
続
の
集
中
に
よ
っ
て
十
分
な
効
率
を
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヱ

げ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
新
た
な
制
度
の
も
つ
助
言
的
、
治
療
的
か
つ
調

整
的
な
機
能
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
な
要
因
を
除
去
す
る
試
み
が
な
さ

れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
家
庭
裁
判
所
は
、
大
家
族
な
い
し
「
家
」

の
崩
壊
に
あ
た
り
、
こ
れ
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
起
因
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
調
停
活
動
の
思
想
が
現
わ
れ
て
い
る
。
各
国
に

お
け
る
環
境
お
よ
び
特
質
に
よ
り
制
約
さ
れ
た
最
終
的
状
況
は
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
制
度
の
創
設
に
際
し
て
は
一
般
的
な
刺
激
を
与
え
る
に

と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
次
の
事
実
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ギ
ー
、
東
ド
イ

ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
イ
タ
リ

ア
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ソ
連
等
の
諸
国
家
で
は
、
婚
姻
事
件
を
裁
判
に
よ
り

解
決
す
る
場
合
に
は
、
一
定
の
附
随
事
件
（
細
か
い
点
に
お
い
て
は
異
な

る
が
）
、
例
え
ば
特
に
監
護
権
お
よ
び
面
接
交
渉
の
規
律
、
配
偶
者
間
で

の
財
産
の
分
配
、
お
よ
び
法
律
上
の
扶
養
請
求
権
等
は
職
権
に
よ
り
、

ま
た
は
申
立
て
に
基
づ
き
一
つ
の
裁
判
所
で
同
一
手
続
に
よ
り
裁
判

さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
ド
イ
ツ
の
新
し
い
制
度
に
大
き
な
刺
激
を
与

え
た
。

　
外
国
法
に
由
来
す
る
こ
れ
ら
す
べ
て
の
刺
激
を
ド
イ
ツ
手
続
法
の

七
〇

新
た
な
創
設
の
た
め
の
骨
格
と
し
て
こ
の
領
域
に
と
り
入
れ
る
場
合
、

ド
イ
ツ
手
続
法
体
系
に
家
庭
裁
判
所
を
設
置
す
る
た
め
の
観
点
と
し

　
　
　
　
　
　
レ

て
は
次
の
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
a
）
　
特
別
な
家
庭
裁
判
官
の
十
分
な
専
門
的
知
識
に
よ
っ
て
、
ま

た
同
一
家
族
に
関
す
る
可
能
な
限
り
す
べ
て
の
、
ま
た
は
ほ
と
ん
ど
の

事
件
を
、
ま
た
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
上
の
結
果
を
同
一
の
裁
判
官
に
集

中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
家
庭
事
件
の
事
案
に
適
し
た
解
決
を
可
能
に

す
る
こ
と
。

　
（
b
）
　
手
続
の
単
純
化
と
そ
の
促
進
を
は
か
る
こ
と
。

　
（
c
）
判
決
の
統
一
と
そ
の
質
の
向
上
を
促
進
す
る
こ
と
。

　
一
九
七
六
年
の
婚
姻
法
お
よ
び
家
族
法
改
正
第
一
法
律
は
以
上
の

よ
う
な
要
請
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
下
の
三
お
よ
び
四
で
言

及
さ
れ
る
よ
う
に
裁
判
所
の
構
成
が
現
在
四
種
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
非
訟
事
件
手
続
が
な
お
改
正
さ
れ
て
い
な
い
点
に
鑑
み
る
と
、
い

わ
ゆ
る
「
小
家
庭
裁
判
所
」
（
匹
Φ
ぎ
8
評
邑
臣
躍
9
0
9
を
創
設

す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
二
　
家
庭
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
ソ

　
裁
判
所
構
成
法
（
G
V
G
）
第
二
三
条
第
一
項
第
二
段
は
「
家
庭
事
件
」

の
概
念
を
定
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
家
庭
事
件
と
は
次
の
よ
う
な

事
項
を
さ
す
。



1
　
婚
姻
事
件

2
　
民
法
典
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
る
嫡
出

子
に
対
す
る
親
の
監
護
権
の
規
律
に
関
す
る
手
続

3
　
監
護
者
で
な
い
親
と
子
と
の
間
の
面
接
交
渉
の
規
律
に
関
す

る
手
続

87654
　
律
に
関
す
る
手
続

　
令
、

　
9

　
請
求
権
に
関
す
る
争
い

　
1
0
　
民
法
一
三
入
二
条
お
よ
び
二
二
八
三
条
に
基
づ
く
手
続

　
こ
の
よ
う
な
概
念
規
定
を
用
い
て
い
る
民
訴
法
六
〇
六
条
お
よ
び

　
　
　
　
　
リ
レ

六
一
二
条
は
、
手
続
上
の
理
由
か
ら
こ
れ
ら
の
家
庭
事
件
の
領
域
を
「
婚

姻
事
件
」
（
民
訴
六
〇
六
条
）
と
「
そ
の
他
の
家
庭
事
件
」
（
附
随
事
件
l

I
同
六
一
二
条
）
と
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
け
る
列
挙
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

非
常
に
詳
細
で
は
あ
る
が
、
裁
判
所
で
の
裁
判
は
早
く
か
ら
そ
の
概
念

に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
ど
れ
が
正

他
方
の
親
へ
の
子
の
引
渡
し
に
関
す
る
手
続

嫡
出
子
に
対
す
る
法
律
上
の
扶
養
義
務
に
関
す
る
争
い

婚
姻
に
基
づ
く
法
律
上
の
扶
養
義
務
に
関
す
る
争
い

年
金
等
の
配
分
（
＜
R
ω
・
旙
§
o
q
ω
き
紹
邑
3
）
に
関
す
る
手
続

婚
姻
生
活
の
住
居
お
よ
び
家
財
に
つ
い
て
の
法
律
関
係
の
規

　
　
　
　
　
（
一
九
四
四
年
一
〇
月
二
一
日
第
六
婚
姻
法
施
行

ラ
イ
ヒ
官
報
一
部
二
五
六
頁
）

第
三
者
が
手
続
に
関
与
す
る
場
合
も
含
め
、
夫
婦
財
産
法
上
の

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぼ
　

当
な
上
訴
裁
判
所
か
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て
い
た
。
連
邦
通
常
裁

判
所
は
い
わ
ゆ
る
最
恵
待
遇
条
項
（
冨
①
韓
び
畠
冒
ω
鼠
琶
鴨
匹
窪
ω
9
に

関
す
る
こ
の
問
題
を
実
は
次
の
よ
う
に
解
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判

所
構
成
法
一
一
九
条
一
項
一
号
お
よ
び
二
号
に
基
づ
く
高
等
裁
判
所

の
上
訴
管
轄
権
は
、
訴
訟
対
象
を
実
質
的
に
家
庭
事
件
と
評
価
す
る
こ

と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一
審
に
お
い
て
区
裁
判
所
が
家
庭
裁

判
所
と
し
て
裁
判
し
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
限
界
事
例
で
は
結
局
実
質
的
に
み
て
ど
の
よ
う
な

事
件
を
家
庭
事
件
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
依
然
と
し
て
未

解
決
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
配
偶
者
の
一
方
が
家
財
を
勝
手
に
分
配

し
た
場
合
の
民
法
三
六
一
条
に
基
づ
く
占
有
の
訴
え
は
「
家
庭
事
件
」

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

に
該
当
す
る
の
か
否
か
、
あ
る
い
は
嫡
出
子
に
対
す
る
親
の
扶
養
請

　
パ
ほ
レ

求
権
、
扶
養
を
受
け
る
権
利
の
な
い
成
年
の
子
に
対
す
る
食
料
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぷ

住
居
の
提
供
に
つ
い
て
の
争
い
、
自
ら
離
婚
の
申
立
て
を
し
た
配
偶
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ロ

の
婚
姻
住
居
で
の
姦
通
を
行
な
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
請
求
、
配
偶
者

の
個
人
的
事
件
に
関
す
る
訴
訟
（
民
法
一
三
六
〇
条
a
4
項
）
の
処
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お

た
め
に
立
て
替
え
ら
れ
た
訴
訟
費
用
の
返
還
請
求
、
家
庭
事
件
を
対
象

と
す
る
債
務
名
義
に
対
す
る
請
求
異
議
の
訴
え
等
が
「
家
庭
事
件
」
の

概
念
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
近
年
に
お
い
て
も

な
お
論
争
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
例
は
増
加
し
て
い
る
。

七
一
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三
　
家
庭
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
（
a
）
　
裁
判
所
構
成
法
二
三
条
b
は
、
区
裁
判
所
の
特
別
部
と
し

て
、
新
た
に
い
わ
ゆ
る
家
庭
裁
判
所
を
創
設
し
た
。
こ
の
裁
判
所
に
は
、

担
当
領
域
に
つ
い
て
特
別
の
専
門
知
識
を
有
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
名
の
裁
判
官
（
職
業
裁
判
官
）
が
お
か
れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
一
九
七

七
年
七
月
一
日
か
ら
同
じ
一
人
の
裁
判
官
（
単
独
裁
判
官
）
が
離
婚
訴
訟

お
よ
び
重
要
な
附
随
事
件
に
つ
い
て
管
轄
権
を
も
つ
。
処
理
す
べ
き
事

件
の
量
に
よ
り
、
一
つ
の
区
裁
判
所
に
家
庭
裁
判
所
と
し
て
の
数
個
の

部
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
事
務
分
配
に
関
し
て
は
、
事
件
の
配
分
は

そ
の
事
件
の
種
類
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
関
係
人
を
基
準
と
し
て
行
わ

れ
る
。
裁
判
所
構
成
法
二
一
二
条
c
に
よ
れ
ば
、
家
庭
事
件
お
よ
び
後
見

事
件
は
、
「
そ
の
集
中
が
手
続
の
客
観
的
な
促
進
に
役
立
ち
、
ま
た
は
統

一
的
な
判
決
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
」
、

複
数
の
区
裁
判
所
に
ま
た
が
っ
て
管
轄
さ
せ
る
こ
と
に
代
え
唯
一
の

区
裁
判
所
に
配
分
さ
れ
う
る
。
原
則
と
し
て
、
家
庭
裁
判
官
は
同
時
に

後
見
裁
判
官
で
も
あ
る
。
双
方
の
職
分
の
境
界
は
法
律
上
の
事
務
分
配

の
問
題
で
あ
り
、
事
物
管
轄
の
問
題
で
は
な
い
。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
ハ
レ

争
い
が
あ
る
）
。

　
（
b
）
非
訟
事
件
手
続
法
六
四
条
k
お
よ
び
少
年
福
祉
法
（
J
W
G
）

四
八
条
、
四
八
条
a
に
よ
れ
ば
、
監
護
権
お
よ
び
面
接
交
渉
の
規
律
に

七
二

関
す
る
手
続
に
お
い
て
は
、
家
庭
裁
判
官
は
、
一
般
的
な
援
助
義
務
を

負
っ
て
い
る
少
年
局
（
甘
鴨
邑
鋤
葺
）
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
い
く
つ
か
の
州
の
法
律
に
お
い
て
認
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
心
理
学
者
、
婚
姻
相
談
員
、
医
師
、
教
育
者
等
の
職
員

は
、
家
庭
裁
判
官
に
は
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
以
外
の
調
査
の
手

段
お
よ
び
方
法
に
つ
い
て
は
四
を
参
照
。

　
（
c
）
民
訴
法
二
九
条
お
よ
び
六
〇
八
条
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
家
庭

裁
判
所
は
、
係
争
事
件
に
お
い
て
そ
の
手
続
の
い
か
な
る
段
階
に
お
い

て
も
紛
争
ま
た
は
個
々
の
争
点
の
和
解
的
解
決
（
駐
岳
魯
Φ
ω
亀
Φ
－

閃
琶
の
）
に
つ
き
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
前
に
家
庭
事
件
の

解
決
を
目
的
と
す
る
官
職
と
し
て
の
調
停
機
関
と
い
う
も
の
は
存
在

し
な
い
。
紛
争
の
和
解
を
行
な
う
際
、
民
事
訴
訟
法
第
二
七
九
条
に
よ

れ
ば
家
庭
裁
判
所
は
当
事
者
に
対
し
て
受
託
裁
判
官
の
面
前
で
の
和

解
の
試
み
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
者
本
人
の
出
頭
は
常
に

命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
婚
姻
事
件
で
は
、
民
訴
法
六
二
二
条
お
よ
び

六
一
四
条
が
同
法
二
七
九
条
を
補
充
す
る
。
民
訴
法
六
一
三
条
に
よ
れ

ば
、
家
庭
裁
判
所
は
配
偶
者
本
人
の
出
頭
を
命
じ
、
か
つ
こ
れ
を
聴
問

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
婚
姻
生
活
回
復
の
手
続
ま
た
は
離
婚
手
続
に

お
い
て
、
婚
姻
継
続
の
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
、
裁
判
所
が
民
訴
法
六

一
四
条
に
よ
り
手
続
を
中
止
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
に
婚

姻
相
談
所
（
年
3
R
葺
琶
鵯
ω
琶
互
の
利
用
を
勧
め
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
。　

（
d
）
原
則
と
し
て
、
当
事
者
ま
た
は
関
係
人
の
信
ず
る
宗
教
は
家

庭
事
件
に
つ
い
て
は
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と

は
親
の
監
護
権
を
規
律
す
る
場
合
、
宗
教
上
の
所
属
の
観
点
が
親
の
監

護
権
の
付
与
に
つ
い
て
の
決
定
要
素
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
ま
で
も

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

四
　
家
庭
事
件
に
お
け
る
手
続

　
1
　
今
日
の
家
庭
事
件
に
お
け
る
手
続
の
重
要
な
基
本
原
則
は
、
い

わ
ゆ
る
「
裁
判
の
結
合
」
（
国
簿
零
ぎ
置
§
鵯
＜
R
ど
＆
）
で
あ
る
。
こ
の

原
則
に
よ
れ
ば
、
多
数
の
事
件
の
中
心
を
な
す
離
婚
お
よ
び
民
訴
法
六

二
一
条
に
列
挙
さ
れ
た
附
随
事
件
に
つ
い
て
は
統
一
し
て
審
理
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
離
婚
の
申
立
て
が
認
容
さ
れ
る
場
合
に
は

単
一
の
判
決
に
よ
り
裁
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で

　
ゑ
レ

あ
る
。
手
続
法
の
全
体
は
こ
の
よ
う
な
構
想
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
、

上
述
の
基
本
原
則
を
支
柱
と
し
て
形
造
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
手

続
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
以
前
か
ら
ド
イ
ツ
の
手
続
法

に
存
在
す
る
訴
訟
事
件
と
非
訟
事
件
と
の
厳
格
な
分
離
と
い
う
特
性

に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
こ
の
よ
う
な
「
裁

判
の
結
合
」
に
少
な
く
と
も
部
外
者
に
は
二
つ
の
手
続
類
型
が
複
雑
な

交
錯
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　
2
　
二
つ
の
手
続
類
型
の
比
較

　
民
事
訴
訟
（
民
事
訴
訟
法
が
こ
れ
に
適
用
さ
れ
る
）
は
二
当
事
者
主
義
、

す
な
わ
ち
訴
訟
に
お
い
て
相
対
立
す
る
者
と
し
て
の
原
告
と
被
告
の

存
在
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
訴
え
の
提
起
は
当
事
者
の
意
思
に
委
ね
ら

れ
、
こ
の
点
で
当
事
者
主
義
が
支
配
す
る
。
当
事
者
は
、
終
局
的
裁
判

す
な
わ
ち
判
決
の
基
礎
と
な
る
べ
き
訴
訟
資
料
た
る
事
実
資
料
（
お
よ

び
そ
れ
に
関
す
る
証
拠
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
が
提

出
し
な
い
事
実
は
、
判
決
に
お
い
て
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
（
弁
論
主

義
）
。
あ
る
事
実
を
争
う
か
否
か
は
当
事
者
の
自
由
で
あ
り
（
民
訴
一
三

八
条
）
、
ま
た
当
事
者
は
訴
訟
対
象
に
つ
い
て
の
処
分
の
自
由
を
有
す
る

（
処
分
権
主
義
）
。
す
な
わ
ち
当
事
者
は
認
諾
、
放
棄
、
和
解
、
欠
席
、
訴

え
の
取
下
げ
お
よ
び
本
案
の
終
結
宣
言
に
よ
り
訴
訟
対
象
を
自
由
に

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
ー
当
事
者
は
ま
た
、
本
案
の
申
立
て
に
よ

り
上
訴
の
範
囲
を
も
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
訴
三
〇
八
条
、
五
三

六
条
、
五
五
九
条
）
。
ま
た
、
口
頭
主
義
（
民
訴
ご
天
条
）
お
よ
び
口
頭

弁
論
公
開
の
原
則
（
裁
判
所
構
成
法
一
六
九
条
以
下
）
が
行
わ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
裁
判
所
は
一
定
の
範
囲
で
時
機
に
遅
れ
た
攻
撃
防
禦
方
法
を

却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
訴
一
一
九
六
条
、
二
八
二
条
）
。
当
事
者
が
欠

席
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
欠
席
判
決
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
（
民

訴
三
三
〇
条
以
下
）
。

　
非
訟
事
件
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
八
九
八
年
の
非
訟
事
件
手
続
法
が
適

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

七
三
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用
さ
れ
る
）
に
お
い
て
は
、
原
告
と
被
告
と
い
う
も
の
は
な
く
、
同
じ
利

益
を
も
追
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
関
係
人
（
羅
鼠
凝
旦
だ
け
が
存
在

す
る
。
裁
判
は
決
定
に
よ
り
な
さ
れ
、
欠
席
手
続
は
行
わ
れ
な
い
。
そ

の
手
続
は
、
一
部
は
弁
論
主
義
と
は
反
対
に
職
権
調
査
（
ま
た
は
職
権

探
知
）
主
義
が
そ
の
中
心
を
な
す
職
権
手
続
（
＞
葺
男
R
富
ぼ
窪
）
と
、

一
部
は
関
係
人
の
申
立
て
を
基
礎
と
す
る
が
、
職
権
探
知
主
義
が
補
充

的
に
行
な
わ
れ
る
申
立
手
続
（
＞
旨
声
鴨
く
R
鼠
鐸
窪
）
（
例
え
ば
、
民
法

第
一
六
三
四
条
の
面
接
交
渉
の
規
律
）
と
い
う
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
る
。

申
立
手
続
に
お
い
て
の
み
関
係
人
は
一
定
の
範
囲
で
手
続
を
支
配
す

る
の
で
あ
る
が
、
訴
え
と
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
申
立
て
は
な
ん
ら
の

方
式
も
必
要
と
せ
ず
、
ま
た
そ
の
理
由
も
必
要
と
さ
れ
な
い
。
民
事
訴

訟
と
は
対
照
的
に
、
申
立
て
の
論
理
一
貫
性
（
ω
魯
一
島
ω
蒔
冨
δ
は
わ
ず

か
な
役
割
を
演
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。
申
立
手
続
を
度
外
視
す
れ
ば
、
処

分
権
主
義
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
認
諾
、
放
棄
、
和
解
、

本
案
の
終
結
宣
言
は
非
訟
事
件
手
続
で
は
原
則
と
し
て
存
在
し
な
い
。

さ
ら
に
そ
の
手
続
は
柔
軟
性
に
富
み
、
合
目
的
性
の
考
慮
お
よ
び
必
要

性
の
問
題
が
中
心
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
要
請
に
応
じ
、
ど
の
程
度
ま

で
手
続
が
口
頭
主
義
に
基
づ
き
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
判
定

さ
れ
る
。
民
事
訴
訟
と
は
対
照
的
に
、
こ
の
手
続
は
非
公
開
で
あ
る
ー

ー
個
人
的
領
域
に
お
け
る
利
益
の
保
護
が
必
然
的
に
こ
れ
を
要
求
す

る
の
で
あ
る
。

七
四

　
3
　
婚
姻
事
件
と
そ
の
附
随
事
件
に
つ
い
て
の
管
轄
を
家
庭
裁
判

所
に
集
中
す
る
こ
と
は
、
形
式
上
は
す
べ
て
の
手
続
に
代
え
て
単
一
の

手
続
を
創
設
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
七
六

年
の
婚
姻
法
お
よ
び
家
族
法
改
正
第
一
法
律
は
、
裁
判
に
提
供
さ
れ
る

べ
き
資
料
の
本
質
的
相
違
を
考
慮
し
て
特
に
次
の
よ
う
な
幾
つ
か
の

原
則
規
定
を
設
け
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
と
り
わ
け
、

代
理
権
（
民
訴
六
二
四
条
）
、
弁
論
と
裁
判
に
つ
い
て
の
離
婚
事
件
と
附

随
事
件
の
併
合
（
同
六
二
三
条
、
六
二
九
条
）
、
先
行
的
裁
判
ま
た
は
後

続
的
附
随
事
件
裁
判
の
許
容
（
同
六
二
七
条
、
六
二
八
条
）
、
離
婚
申
立

て
の
取
下
げ
（
同
六
二
六
条
）
、
附
随
事
件
の
裁
判
の
効
力
（
同
六
一
充
条

d
）
、
仮
処
分
（
同
六
二
〇
条
）
、
上
訴
（
同
六
一
二
条
d
、
六
一
二
条
e
、

六
二
九
条
a
）
、
弁
護
士
強
制
お
よ
び
弁
護
士
の
選
任
（
同
七
八
条
、
七
八

条
a
、
六
二
五
条
）
、
婚
姻
事
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
へ
の
手
続
の
申
立

移
送
ま
た
は
職
権
移
送
（
同
六
二
一
条
）
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
他
の
点
で
は
上
述
し
た
よ
う
な
種
々
な
手
続
原
則
を

有
す
る
異
な
っ
た
手
続
方
式
の
伝
統
的
な
並
立
関
係
が
依
然
と
し
て

存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
事
訴
訟
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
婚
姻
事

件
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
事
項
に
つ
き
訴
訟
法
上
の
特
殊
性
が
妥
当

す
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
事
項
と
し
て
は
、

例
え
ば
訴
訟
能
力
お
よ
び
法
定
代
理
（
民
事
訴
訟
法
第
六
〇
七
条
）
、
訴

訟
代
理
権
（
同
六
〇
九
条
）
、
離
婚
の
申
立
て
（
同
六
一
三
条
、
六
一
二
〇
条
）
、



新
た
な
事
由
の
提
出
、
書
面
に
よ
る
先
行
手
続
の
排
除
（
同
六
一
一
条
）
、

当
事
者
尋
問
（
同
六
一
三
条
）
、
職
権
探
知
主
義
へ
の
依
拠
（
同
六
一
六

条
）
、
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
し
て
、
認
諾
、
事
実
ま
た
は
文
書
の
真
正
に

つ
い
て
な
さ
れ
な
か
っ
た
ま
た
は
拒
否
さ
れ
た
陳
述
の
効
果
、
裁
判
上

の
自
白
の
効
果
ま
た
は
当
事
者
に
よ
る
相
手
方
も
し
く
は
証
人
お
よ

び
鑑
定
人
の
宣
誓
の
放
棄
に
つ
い
て
の
、
弁
論
主
義
の
制
限
（
同
六
一
七

条
）
、
手
続
の
中
止
（
同
六
一
四
条
）
ま
た
は
被
告
に
対
す
る
欠
席
判
決

の
排
除
（
同
六
一
二
条
）
、
判
決
の
送
達
（
同
六
一
八
条
）
が
あ
る
。

　
4
　
婚
姻
事
件
は
そ
の
一
面
に
お
い
て
上
述
の
よ
う
な
特
殊
性
を

有
す
る
が
、
民
訴
法
六
〇
八
条
に
よ
れ
ば
全
体
と
し
て
、
原
則
的
に
一

般
民
事
訴
訟
上
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
方
で
、
民
訴
法
六
一
二
条

a
は
附
随
事
件
を
細
分
化
す
る
と
と
も
に
こ
れ
ら
を
各
手
続
類
型
に

応
じ
て
割
り
当
て
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
原
則
と
し
て

次
の
よ
う
に
な
る
。

　
非
訟
事
件
手
続
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
事
件
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

　
（
a
）
　
民
法
の
規
定
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
と

　
　
さ
れ
る
嫡
出
子
に
対
す
る
親
の
監
護
に
関
す
る
規
律

　
（
b
）
　
監
護
者
で
な
い
親
と
子
の
間
の
面
接
交
渉
の
規
律

　
（
c
）
　
他
方
の
親
へ
の
子
の
引
渡
し

　
（
d
）
　
年
金
等
の
配
分

　
（
e
）
　
一
九
四
四
年
一
〇
月
一
二
日
の
い
わ
ゆ
る
家
財
に
関
す
る

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

　
　
命
令
に
基
づ
く
婚
姻
住
居
お
よ
び
家
財
に
つ
い
て
の
法
律
関
係

　
　
の
規
律

　
（
f
）
民
法
二
二
八
二
条
（
剰
余
清
算
債
権
の
猶
予
）
お
よ
び
一
三
八

　
　
三
条
（
剰
余
清
算
の
際
の
現
物
の
給
付
）
に
基
づ
く
手
続

　
こ
れ
ら
す
べ
て
の
手
続
で
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
二
条
な
い
し
六
条

（
法
律
上
の
援
助
、
一
定
の
治
外
法
権
者
に
対
す
る
裁
判
籍
、
数
個
の
裁
判

所
に
お
け
る
管
轄
権
、
裁
判
官
の
除
斥
）
、
八
条
な
い
し
一
一
条
（
裁
判
所

の
用
語
、
法
廷
警
察
、
合
議
お
よ
び
評
決
、
通
訳
、
休
廷
期
間
、
申
立
て
お

よ
び
陳
述
に
つ
い
て
の
調
書
作
成
）
、
一
三
条
（
補
佐
人
、
代
理
人
）
、
一

六
条
二
項
お
よ
び
三
項
（
裁
判
所
の
裁
判
の
効
力
お
よ
び
告
知
）
、
お
よ
び

一
七
条
（
期
間
の
算
定
）
の
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
、
民
事
訴
訟
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
。
関
係
人
が
民
事
訴
訟
に
お
け
る
よ
う
に
原
告
お
よ
び
被

告
と
し
て
対
立
す
る
い
わ
ゆ
る
「
私
法
上
の
紛
争
」
（
例
え
ば
家
財
に
関

す
る
事
件
）
が
問
題
と
な
る
と
き
は
、
例
え
ば
一
般
的
に
は
非
訟
事
件
手

続
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
補
助
参
加
の
よ
う
な
一
定
の
民
事
訴
訟
上

の
諸
原
則
に
基
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
上
述
の
す
べ
て
の
「
婚
姻
附
随
事
件
」
（
国
冨
註
蒔
琶
鵯
器
魯
窪
）
は
、

職
権
に
よ
り
も
し
く
は
申
立
て
に
基
づ
き
民
訴
法
六
二
二
条
な
い
し

六
一
二
〇
条
の
定
め
る
離
婚
事
件
と
併
合
す
る
附
随
事
件
と
し
て
、
ま
た

は
民
訴
法
六
二
一
条
な
い
し
六
二
一
条
f
に
よ
り
孤
立
し
た
手
続
と

し
て
処
理
さ
れ
る
。

七
五
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5
　
裁
判
の
結
合
（
民
訴
六
二
三
条
、
六
二
九
条
）
と
い
う
形
で
な
さ

れ
る
べ
き
裁
判
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
三
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
民
訴

法
六
一
二
条
一
項
に
よ
り
本
質
的
に
は
区
裁
判
所
の
部
（
裁
判
所
構
成

法
二
一
二
条
b
）
で
あ
る
家
庭
裁
判
所
が
、
専
属
的
な
事
物
お
よ
び
土
地
管

　
　
　
　
　
パ
　

轄
権
を
有
す
る
。
婚
姻
事
件
が
係
属
中
で
あ
る
と
き
は
、
婚
姻
事
件
が

第
一
審
に
係
属
し
て
い
る
か
ま
た
は
係
属
し
て
い
た
裁
判
所
が
専
属

管
轄
を
有
す
る
（
民
訴
六
一
二
条
二
項
）
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
民
訴
法
六

〇
六
条
に
よ
れ
ば
夫
婦
が
共
通
の
常
居
所
地
を
有
す
る
か
、
ま
た
は
夫

婦
の
一
方
が
共
通
の
未
成
者
と
と
も
に
常
居
所
地
を
有
す
る
地
を
管

轄
す
る
家
庭
裁
判
所
が
、
婚
姻
事
件
に
つ
い
て
専
属
管
轄
を
有
す
る
（
民

訴
六
〇
六
条
一
項
）
。
六
〇
六
条
一
項
の
定
め
る
管
轄
権
が
存
在
し
な
い

と
き
は
、
同
条
二
項
の
規
定
が
そ
れ
以
外
の
予
備
的
管
轄
権
を
定
め
て

お
り
、
最
終
的
に
は
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ェ
！
ネ
ベ
ル
グ
区
裁
判
所
が
管
轄

権
を
有
す
る
。

　
婚
姻
事
件
が
係
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、
民
訴
法
六
二
一
条
二
項
後

段
に
よ
れ
ば
土
地
管
轄
は
総
則
規
定
に
よ
り
定
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
民

事
訴
訟
手
続
が
間
題
と
な
る
と
き
は
民
訴
法
一
二
条
以
下
（
ま
ず
第
一

に
被
告
の
住
所
）
が
適
用
さ
れ
、
非
訟
事
件
手
続
が
問
題
と
な
る
と
き
は

非
訟
事
件
手
続
法
六
四
条
k
、
同
四
三
条
、
同
三
六
条
（
住
所
、
補
助
的

に
子
の
滞
在
所
）
が
適
用
さ
れ
る
。
民
事
訴
訟
法
六
二
一
条
一
項
の
意
味

で
の
「
そ
の
他
の
家
庭
事
件
」
が
他
の
裁
判
所
の
第
一
審
に
係
属
し
て

七
六

い
る
と
き
に
、
婚
姻
事
件
が
係
属
す
る
場
合
は
、
そ
の
他
の
家
庭
事
件

は
職
権
に
よ
り
婚
姻
事
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
に
移
送
（
く
①
暑
Φ
誇
P

民
訴
二
八
一
条
一
項
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
よ
れ
ば
害
鴨
げ
窪
）
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
民
訴
六
一
二
条
三
項
）
。
決
定
は
こ
の
裁
判
所
を
覇
束

す
る
（
民
訴
六
二
一
条
二
項
）
。
事
件
が
誤
っ
た
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
た

と
き
は
、
新
た
な
（
「
正
当
な
」
）
裁
判
の
た
め
に
こ
の
事
件
を
移
送
さ
れ

る
べ
き
裁
判
所
に
再
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
V

な
け
れ
ば
（
ト
マ
ス
・
プ
ッ
ツ
オ
ー
が
適
切
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
）
法

律
の
規
定
す
る
集
中
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　
す
で
に
な
さ
れ
た
監
護
権
お
よ
び
面
接
交
渉
の
規
律
の
変
更
（
こ
れ

に
つ
い
て
は
民
法
一
六
九
六
条
）
は
独
立
の
手
続
を
示
し
て
お
り
、
そ
の

管
轄
は
こ
の
場
合
そ
の
都
度
新
た
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
6
　
1
に
お
い
て
今
日
の
家
庭
事
件
手
続
に
お
け
る
重
要
な
基
本

原
則
と
は
民
訴
法
六
二
三
条
、
同
六
二
九
条
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
裁
判

の
結
合
（
裁
判
の
集
中
）
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
場
合
に
補
足
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
監
護
権
の
規
律
お
よ
び
年
金
等
の
配
分
の

場
合
に
の
み
そ
の
よ
う
な
裁
判
の
結
合
が
職
権
に
基
づ
き
な
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
面
接
交
渉
の
規
律
は
、
通
常
配
偶
者
が
こ
れ
を

申
し
立
て
る
場
合
に
の
み
結
合
さ
れ
る
。
他
方
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の

附
随
事
件
（
面
接
交
渉
の
規
律
、
子
の
引
渡
し
、
扶
養
の
規
律
、
住
居
お
よ



び
家
財
に
関
す
る
事
件
、
剰
余
清
算
、
清
算
債
権
の
猶
予
、
現
物
給
付
）
に

つ
い
て
は
申
立
て
を
そ
の
前
提
と
す
る
。
こ
の
申
立
て
が
離
婚
申
立
て

と
同
時
に
な
さ
れ
る
か
ま
た
は
離
婚
訴
訟
の
係
属
中
に
な
さ
れ
る
と

き
は
、
こ
れ
に
よ
り
そ
の
離
婚
附
随
事
件
は
自
動
的
に
通
常
の
家
庭
事

件
か
ら
附
随
事
件
に
な
る
（
民
訴
六
一
一
三
条
一
項
）
。
後
れ
て
提
起
さ
れ

た
附
随
手
続
は
併
合
さ
れ
ず
、
そ
れ
ら
は
、
離
婚
訴
訟
が
係
属
し
て
い

な
い
場
合
に
申
し
立
て
ら
れ
た
通
常
の
家
庭
事
件
と
ま
っ
た
く
同
様

に
、
独
立
し
た
通
常
の
家
庭
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。

　
7
　
裁
判
の
結
合
に
対
す
る
例
外

　
（
a
）
　
孤
立
し
た
離
婚
手
続
、
す
な
わ
ち
婚
姻
か
ら
未
成
年
の
子
が

生
ぜ
ず
、
さ
ら
に
年
金
等
の
配
分
の
必
要
性
が
生
ぜ
ず
、
ま
た
そ
の
他

の
附
随
事
件
を
そ
の
手
続
へ
併
合
す
る
申
立
て
（
民
訴
六
二
一
二
条
一
項
）

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
離
婚
手
続
で
は
、
必
然
的
に
裁
判
の
集
中
は
生
じ

な
い
。
そ
の
手
続
は
も
っ
ぱ
ら
民
事
訴
訟
法
に
定
め
ら
れ
た
婚
姻
事
件

の
た
め
の
手
続
に
服
す
る
。

　
（
b
）
　
父
母
が
離
婚
手
続
に
お
い
て
共
通
の
子
に
対
す
る
監
護
権

の
規
律
に
つ
い
て
共
同
の
提
案
を
な
し
、
裁
判
所
が
こ
の
提
案
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
民
訴
法
六
二
七
条
に
基
づ
き
期
間
の
定
め
あ

る
抗
告
（
送
達
か
ら
一
ヵ
月
）
に
よ
り
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
る
決
定
に

よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
決
定
が

確
定
し
て
初
め
て
そ
の
他
の
附
随
事
件
お
よ
び
離
婚
に
つ
き
裁
判
が

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

な
さ
れ
る
。
確
定
力
を
有
す
る
決
定
は
、
例
え
ば
先
に
民
訴
法
六
二
〇

条
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
仮
の
処
分
を
同
時
に
失
効
さ
せ
る
（
民
訴
六
二

〇
条
f
）
。

　
（
c
）
離
婚
は
例
外
的
な
場
合
に
の
み
附
随
事
件
の
裁
判
に
先
行

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
併
合
さ
れ
ず
に
な
さ
れ
る
べ
き
離
婚
に

つ
い
て
は
、
民
訴
法
六
二
八
条
が
そ
の
原
因
の
す
べ
て
を
列
挙
し
て
い

る
。
最
も
重
要
な
原
因
と
し
て
は
、
附
随
事
件
に
つ
い
て
同
時
に
裁
判

を
行
う
こ
と
が
離
婚
の
言
渡
し
を
著
し
く
遅
延
さ
せ
、
そ
の
結
果
そ
の

遅
延
が
附
随
事
件
の
重
要
性
を
考
慮
し
て
も
不
当
に
苛
酷
な
も
の
と

な
る
場
合
で
あ
る
。

　
家
庭
裁
判
所
が
共
通
の
子
に
関
す
る
親
権
の
規
律
に
先
立
っ
て
離

婚
の
申
立
て
を
認
容
す
る
と
き
は
、
親
権
の
規
律
に
つ
き
先
に
仮
の
処

分
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
離
婚
判
決
と
同
時
に
親

権
の
規
律
に
つ
い
て
仮
の
処
分
を
な
す
も
の
と
す
る
。

　
8
　
離
婚
訴
訟
は
離
婚
の
申
立
を
行
う
こ
と
に
よ
り
開
始
さ
れ
、
弁

護
士
強
制
（
民
訴
七
八
条
二
項
）
に
服
す
る
。
こ
の
弁
護
士
強
制
は
、
す

べ
て
の
結
合
手
続
お
よ
び
分
離
さ
れ
た
附
随
事
件
（
こ
の
点
に
つ
き
、
民

訴
六
二
八
条
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
離
婚
事
件
に
つ
い
て
の
代
理
権

は
、
同
時
に
附
随
事
件
に
及
ぶ
（
民
訴
六
二
四
条
）
。
民
訴
法
六
こ
五
条

に
よ
れ
ば
、
家
庭
裁
判
所
は
そ
の
自
由
な
心
証
に
よ
り
被
申
立
人
の
保

護
の
た
め
に
不
可
避
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
離
婚
申
立
て
お
よ

七
七
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び
共
通
の
子
に
関
す
る
親
の
監
護
の
規
律
に
つ
い
て
、
第
一
審
に
お
い

て
そ
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
、
職
権
に
よ
っ
て
被
申
立
人
に
対
し
て

弁
護
士
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
選
任
さ
れ
た
弁
護
士
は
補
佐
人

の
地
位
を
有
す
る
。
民
訴
法
五
一
条
な
い
し
五
五
条
の
一
般
規
定
に
対

し
て
同
法
六
〇
七
条
が
補
充
的
な
規
定
を
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば

婚
姻
事
件
で
は
行
為
能
力
を
制
限
さ
れ
た
配
偶
者
は
訴
訟
能
力
を
有

す
る
と
さ
れ
る
が
、
婚
姻
法
三
〇
条
に
よ
れ
ば
そ
の
法
定
代
理
人
の
み

が
婚
姻
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
為
無
能
力
者
で
あ
る
配

偶
者
に
つ
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
訴
訟
を
遂
行
す
る
が
、
婚
姻
生

活
回
復
の
訴
え
に
つ
い
て
は
そ
の
権
限
を
も
た
な
い
。
離
婚
の
申
立
て

ま
た
は
婚
姻
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
法
定
代
理
人
は
後
見
裁
判

所
の
許
可
を
必
要
と
す
る
。

　
非
訟
事
件
手
続
で
は
、
訴
訟
能
力
は
行
為
能
力
に
関
す
る
民
法
の
一

般
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
能
力
の
欠
鉄
と
い
う
暇

疵
は
、
民
事
訴
訟
と
同
様
に
法
定
代
理
人
の
追
認
に
よ
り
遡
及
的
に
治

癒
さ
れ
う
る
。
非
訟
事
件
手
続
法
五
九
条
一
項
お
よ
び
六
一
二
条
は
、
未

成
年
の
子
に
関
す
る
抗
告
権
に
つ
い
て
の
手
続
法
上
の
特
別
規
定
を

定
め
て
い
る
。

　
離
婚
申
立
状
は
書
式
化
さ
れ
て
お
り
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も

民
訴
法
六
二
二
条
に
し
た
が
い
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

七
八

　
（
a
）
　
共
通
の
未
成
年
の
子
が
存
在
す
る
か
否
か

　
（
b
）
親
権
の
規
律
に
つ
い
て
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か

　
（
c
）
六
一
二
条
一
項
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
家
庭
事
件
が
他
に
係

属
し
て
い
る
か
否
か

　
そ
の
他
、
訴
状
に
関
す
る
民
訴
法
二
五
三
条
の
要
件
が
準
用
さ
れ
る
。

　
一
方
当
事
者
が
他
方
当
事
者
に
対
し
て
な
す
、
扶
養
、
財
産
分
与
ま

た
は
年
金
等
の
配
分
に
関
す
る
報
告
の
請
求
は
、
合
目
的
的
な
理
由
か

ら
段
階
訴
訟
（
ω
9
8
爵
一
品
Φ
）
に
よ
り
　
（
年
金
等
の
配
分
の
場
合
は
段

階
の
申
立
て
に
よ
り
）
　
併
合
し
て
な
さ
れ
う
る
。

　
新
離
婚
法
に
よ
れ
ば
、
離
婚
の
基
本
的
な
態
様
は
三
種
に
分
類
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
一
年
間
の
別
居
前
の
離
婚
、
一
年
間
の
別
居
後
の
双

方
の
合
意
に
よ
る
離
婚
（
開
か
れ
た
協
議
離
婚
〔
o
諌
Φ
器
ぎ
薯
Φ
呂
9
巴
－

ω
島
①
置
自
巴
）
、
お
よ
び
三
年
間
の
別
居
後
に
夫
婦
の
一
方
に
よ
り
申

し
立
て
ら
れ
る
離
婚
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
開
か
れ
た

協
議
離
婚
は
特
別
な
手
続
法
上
の
特
殊
性
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
場
合

に
は
併
合
は
一
層
広
く
強
制
さ
れ
る
。
監
護
権
の
規
律
お
よ
び
年
金
等

の
配
分
の
み
な
ら
ず
配
偶
者
お
よ
び
子
の
扶
養
、
面
接
交
渉
権
、
婚
姻

住
居
お
よ
び
家
財
に
関
す
る
法
律
関
係
も
ま
た
包
含
さ
れ
る
。

　
離
婚
申
立
状
に
は
、
民
訴
法
二
五
三
条
お
よ
び
六
一
二
条
二
項
に
規

定
さ
れ
た
事
項
の
他
に
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民

訴
六
三
〇
条
）
。



　
（
a
）
　
配
偶
者
の
他
方
が
離
婚
に
合
意
す
る
か
ま
た
は
同
様
に
離

　
婚
の
申
立
て
を
す
る
で
あ
ろ
う
旨
の
報
告

　
（
b
）
共
通
の
子
に
対
す
る
監
護
権
の
規
律
お
よ
び
監
護
権
を
有

　
し
な
い
者
と
子
と
の
人
的
な
交
流
の
規
律
に
つ
い
て
の
配
偶
者
の

　
一
致
し
た
提
案

　
（
c
）
　
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
規
律
、
婚
姻
に
基
づ
く
法
律
上
の

　
扶
養
義
務
、
婚
姻
住
居
お
よ
び
家
財
に
関
す
る
法
律
関
係
に
つ
い
て

　
の
配
偶
者
の
合
意

　
協
議
離
婚
は
、
配
偶
者
が
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
、
婚
姻
を
理
由
と

す
る
法
律
上
の
扶
養
義
務
、
婚
姻
住
居
お
よ
び
家
財
に
関
す
る
法
律
関

係
に
つ
い
て
執
行
力
を
有
す
る
債
務
名
義
を
作
成
し
た
場
合
に
初
め

て
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
協
議
離
婚
の
際
に
は
、
職
権
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
年
金
等
の

配
分
、
お
よ
び
配
偶
者
自
ら
が
申
し
立
て
た
そ
の
他
の
附
随
事
件
も
、

ま
た
裁
判
の
結
合
に
服
す
る
。
裁
判
は
、
判
決
に
よ
り
一
体
的
か
つ
同

時
に
な
さ
れ
る
。

　
9
　
離
婚
申
立
て
の
取
下
げ
は
附
随
事
件
に
つ
い
て
も
そ
の
効
力

を
生
じ
、
そ
の
結
果
そ
れ
ら
の
附
随
事
件
は
係
属
し
な
か
っ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
（
民
訴
六
二
六
条
、
同
二
六
九
条
）
。
当
事
者
の
申
立
て
に
よ

り
附
随
事
件
を
独
立
の
家
庭
事
件
と
し
て
継
続
す
る
こ
と
が
、
決
定
に

よ
り
当
事
者
に
留
保
さ
れ
る
。

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

　
1
0
　
離
婚
お
よ
び
結
合
事
件
で
は
統
一
的
な
口
頭
弁
論
が
な
さ
れ
、

民
訴
法
二
七
六
条
の
書
面
先
行
手
続
は
同
法
六
一
一
条
二
項
に
よ
り

排
除
さ
れ
、
ま
た
離
婚
を
認
容
す
る
と
き
は
統
一
的
な
判
決
が
な
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
欠
席
判
決
は
離
婚
の
規
律
に
関
す
る
限
り
で

排
除
さ
れ
る
（
民
訴
六
一
二
条
四
項
）
が
、
こ
れ
に
対
し
て
扶
養
お
よ
び

夫
婦
財
産
法
上
の
請
求
権
（
民
訴
六
二
一
条
一
項
四
号
、
五
号
、
八
号
）

に
つ
い
て
は
そ
れ
が
許
さ
れ
る
。
非
訟
事
件
た
る
附
随
事
件
に
つ
い
て

は
、
欠
席
判
決
は
は
じ
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
離
婚
申
立
て
が
棄
却
さ
れ
る
と
き
は
附
随
事
件
は
そ
の
対
象
を
欠

く
こ
と
と
な
り
（
民
訴
一
一
九
条
三
項
）
、
ま
た
他
方
で
は
離
婚
判
決
の
確

定
前
に
は
附
随
事
件
の
裁
判
は
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
（
民
訴
六
二
九

条
d
）
。
当
事
者
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
附
随
事
件
を
独
立
の
家
庭

事
件
と
し
て
継
続
す
る
こ
と
を
判
決
に
お
い
て
当
事
者
に
対
し
留
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
訴
六
二
九
条
三
項
二
段
）
。
婚
姻
、
扶
養
お

よ
び
財
産
法
上
の
事
件
に
お
い
て
棄
却
の
裁
判
を
な
す
と
き
は
、
欠
席

判
決
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
非
訟
事
件
た
る
附
随
事
件
に

つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
訴
訟
費
用
　
民
訴
法
六
二
〇
条
一
項
九
号
に
よ
れ
ば
、
家
庭
裁
判
所

は
仮
の
処
分
に
よ
り
訴
訟
費
用
の
予
納
を
な
す
義
務
を
負
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
民
訴
法
六
二
一
条
f
は
、
非
訟
事
件
た
る
附
随
手
続
に

つ
い
て
同
様
の
規
定
を
お
く
。

七
九



比
較
法
学
二
四
巻
二
号

　
婚
姻
事
件
お
よ
び
離
婚
附
随
事
件
に
関
す
る
費
用
は
、
民
訴
法
九
三

条
a
に
し
た
が
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
訴
訟
費
用
法
一
条
第
二
項
。
そ

れ
以
外
に
、
非
訟
事
件
た
る
附
随
事
件
に
つ
い
て
は
非
訟
事
件
手
続
法

上
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
（
非
訟
事
件
手
続
法
一
三
条
a
、
訴
訟
費
用
規

則
九
九
条
）
。
併
合
事
件
に
お
い
て
離
婚
が
認
容
さ
れ
る
と
き
は
、
同
時

に
裁
判
さ
れ
る
事
件
の
費
用
は
控
除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
附
随
事
件

の
費
用
は
、
そ
の
事
件
が
民
訴
法
六
二
八
条
一
項
一
段
に
よ
り
切
り
離

さ
れ
た
結
果
、
分
離
さ
れ
て
裁
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
も

ま
た
互
い
に
控
除
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
離
婚
判
決
が
確
定
し
た
後

に
附
随
事
件
が
申
し
立
て
ら
れ
た
と
き
は
、
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

な
お
二
つ
の
重
要
な
例
外
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
庭
裁
判
所
は
訴
訟

費
用
に
関
す
る
当
事
者
の
合
意
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
承
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
民
訴
九
三
条
a
一
項
三
段
）
。
ま
た
裁
判
所
は
、
苛
酷
な

も
し
く
は
正
当
な
場
合
に
は
、
公
平
な
裁
量
に
よ
っ
て
訴
訟
費
用
の
配

分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
訴
九
三
条
a
一
項
二
段
、
三
項
二
段
）
。

　
離
婚
申
立
て
が
棄
却
さ
れ
た
と
き
は
、
申
立
人
は
結
合
し
て
係
属
し

て
い
る
事
件
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
訴
訟
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と

す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
公
平
で
な
い
と
き
は
そ
の
他
の
方
法
で
訴
訟

費
用
を
配
分
し
て
も
よ
い
（
民
訴
九
一
条
a
二
項
）
。

　
1
1
　
検
察
官
の
関
与
は
、
婚
姻
無
効
の
宣
言
お
よ
び
婚
姻
関
係
存
否

確
認
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
の
み
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民

八
○

訴
法
六
三
二
条
、
六
一
二
四
条
、
六
三
六
条
、
六
三
六
条
a
、
六
三
八
条

を
参
照
。

　
12
　
上
述
（
1
、
3
お
よ
び
4
）
し
た
よ
う
に
、
結
合
さ
れ
る
家
庭
事

件
に
お
い
て
は
、
一
部
は
民
事
訴
訟
で
あ
り
ま
た
一
部
は
非
訟
事
件
手

続
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
民
事
訴
訟
法
ま
た
は
非
訟
事
件
手

続
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
結
果
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
事

情
に
応
じ
て
、
民
訴
法
六
二
一
条
d
、
e
お
よ
び
六
二
九
条
a
に
よ
っ

て
異
な
る
上
訴
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
離
婚
お
よ
び
附
随
事
件
の
裁
判
は
、
控
訴
、
上
告
ま
た
は
期
限
付
抗

告
に
よ
り
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
詳
述
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ

る
。　

（
a
）
家
庭
裁
判
所
の
判
決
は
控
訴
に
よ
り
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
（
民
訴
五
一
一
条
）
、
そ
の
際
同
時
に
裁
判
さ
れ
た
附
随
事
件
は
、
非

訟
事
件
手
続
法
の
規
律
に
服
す
る
場
合
に
も
ま
た
そ
の
控
訴
に
包
含

さ
れ
る
。
控
訴
は
、
（
以
前
か
ら
の
親
子
事
件
と
同
様
）
一
九
七
七
年
七
月

一
日
以
後
、
高
等
裁
判
所
に
対
し
て
な
さ
れ
る
（
裁
判
所
構
成
法
一
一
九

条
一
項
一
号
）
。
控
訴
期
間
は
判
決
の
送
達
の
日
か
ら
一
ヵ
月
で
あ
る

（
民
訴
五
一
六
条
）
。
そ
の
判
決
が
家
庭
裁
判
所
に
よ
り
な
さ
れ
た
か
ど

う
か
は
、
重
要
で
は
な
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
述
二
を
参
照
）
。

　
裁
判
所
構
成
法
二
三
条
b
一
項
お
よ
び
一
一
九
条
二
項
に
よ
れ
ば
、

高
等
裁
判
所
に
は
特
別
の
家
庭
部
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の



部
に
つ
い
て
は
、
同
法
壬
二
条
b
二
項
が
適
用
さ
れ
る
（
人
的
範
囲
に
よ

る
事
務
分
配
に
基
づ
く
割
り
当
て
、
控
訴
審
に
お
い
て
も
移
送
）
。

　
（
b
）
　
控
訴
審
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
終
局
判
決
に
対
す
る
上

告
（
民
訴
五
四
五
条
一
項
）
　
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
に
対
し
て
な
さ
れ

る
（
家
庭
事
件
の
第
三
審
）
。
上
告
期
間
は
判
決
の
送
達
の
日
か
ら
一
ヵ

月
で
あ
る
（
民
訴
五
五
二
条
）
。
上
告
は
原
則
と
し
て
高
等
裁
判
所
の
許

可
を
必
要
と
す
る
。
控
訴
裁
判
所
が
控
訴
を
不
適
法
と
し
て
却
下
し
た

と
き
は
、
上
告
は
許
可
な
し
に
常
に
許
さ
れ
る
（
民
訴
六
二
一
条
d
二

項
）
。
他
方
、
家
財
に
関
す
る
命
令
の
対
象
物
、
清
算
債
権
の
猶
予
ま
た

は
現
物
給
付
に
つ
い
て
裁
判
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
上
告
は
一
切
許
さ

れ
な
い
（
民
訴
六
一
一
九
条
a
一
項
、
六
二
一
条
一
項
七
号
、
九
号
）
。

　
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
規
律
が
な
さ
れ
る
。
高
等
裁
判
所
は
以
下
の
事

件
に
つ
い
て
上
告
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
a
a
）
民
訴
法
五
四
六
条
一
項
に
基
づ
く
離
婚
事
件
（
非
財
産
法

上
の
事
件
と
し
て
）
に
つ
い
て
、
お
よ
び

　
（
b
b
）
　
扶
養
請
求
権
（
民
訴
六
一
二
条
一
項
四
号
、
五
号
）
ま
た
は

夫
婦
財
産
法
上
の
請
求
権
（
民
訴
六
二
一
条
一
項
八
号
）
に
つ
い
て
。

　
双
方
の
事
例
（
a
a
、
b
b
）
に
お
い
て
上
告
の
許
可
は
次
の
よ
う
な

要
件
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
事
件
が
基
本
的
な
重
要
性
を
有
す

る
こ
と
、
ま
た
は
判
決
が
連
邦
通
常
裁
判
所
の
裁
判
、
も
し
く
は
連
邦

最
高
裁
判
所
合
同
部
の
裁
判
と
異
な
り
、
か
つ
そ
の
相
異
に
基
づ
い
て

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
c
）
民
訴
法
六
二
一
条
一
項
の
定
め
る
「
そ
の
他
の
家
庭
事
件
」
、

す
な
わ
ち
一
号
な
い
し
三
号
（
監
護
権
お
よ
び
面
接
交
渉
の
規
律
、
他
方

配
偶
者
へ
の
子
の
引
渡
し
）
、
六
号
（
年
金
等
の
配
分
）
、
七
号
（
婚
姻
住

居
お
よ
び
家
財
に
関
す
る
事
件
）
お
よ
び
九
号
（
剰
余
清
算
債
権
の
猶
予
、

現
物
給
付
）
に
つ
い
て
第
一
審
で
な
さ
れ
た
裁
判
に
対
し
て
は
期
限
付

抗
告
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
抗
告
は
裁
判
の
送
達
か
ら
一
ヵ
月
以

内
に
抗
告
状
を
（
高
等
裁
判
所
に
対
し
て
1
裁
構
法
一
一
九
条
）
提
出

し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
述
の
手
続
対
象
に
関
し
て
な
さ

れ
た
裁
判
が
結
合
判
決
に
よ
り
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
独
立
の
切

り
離
さ
れ
た
手
続
に
お
け
る
決
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
の
か
は
、
重
要
で

は
な
い
。

　
高
等
裁
判
所
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
へ
の
期
限
付

の
再
抗
告
が
許
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
家
財
に
関
す
る
命
令
の
対
象
物
、

剰
余
清
算
の
要
求
の
猶
予
、
ま
た
は
現
物
納
付
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
（
民
訴
六
一
二
条
e
③
）
。

　
法
令
違
反
を
理
由
と
す
る
抗
告
で
あ
る
再
抗
告
は
高
等
裁
判
所
の

許
可
を
必
要
と
し
、
裁
判
所
は
こ
の
場
合
民
訴
法
五
四
六
条
一
項
二
段

お
よ
び
三
段
（
上
告
の
場
合
と
同
様
、
基
本
的
な
重
要
性
ま
た
は
相
違
の

み
を
理
由
と
す
る
。
上
述
b
参
照
）
に
基
づ
き
手
続
を
進
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
再
抗
告
は
、
高
等
裁
判
所
が
抗
告
を
不
適
法
却
下
し
た
と
き

八
一



比
較
法
学
二
四
巻
二
号

は
常
に
許
さ
れ
る
。

　
家
庭
事
件
に
お
け
る
控
訴
お
よ
び
上
告
は
弁
護
士
強
制
に
服
す
る

（
民
訴
七
八
条
一
項
）
。
裁
判
の
結
合
外
で
の
家
庭
事
件
に
お
け
る
抗
告

は
、
弁
護
士
強
制
に
服
し
な
い
。
た
だ
し
、
結
合
を
解
か
れ
た
事
件
に

つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
再
抗
告
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
当
事

者
に
対
し
て
弁
護
士
強
制
が
な
さ
れ
る
（
民
訴
六
一
二
条
e
四
項
）
。

　
（
a
）
な
い
し
（
b
）
に
つ
い
て
　
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
言
い

渡
さ
れ
る
判
決
は
当
事
者
（
お
よ
び
場
合
に
よ
り
そ
の
訴
訟
承
継
人
）
に

対
し
て
実
体
的
確
定
力
を
有
し
、
ま
た
形
成
的
効
果
が
生
ず
る
場
合
（
例

え
ば
、
離
婚
）
は
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
る
。
そ
れ
以
外
の

非
訟
事
件
手
続
法
上
の
家
庭
事
件
に
お
い
て
言
い
渡
さ
れ
た
形
成
的

裁
判
は
同
様
に
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
形
成
的
効
果
を
生
ず
る
が
、
一

般
に
実
体
的
確
定
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
（
こ
の
点
に
つ
き
、
非
訟

事
件
手
続
法
｝
八
条
、
民
法
｝
六
九
六
条
）
。

五
　
問
題
と
展
望

　
単
独
裁
判
官
を
有
す
る
統
一
的
な
家
庭
裁
判
所
を
導
入
し
た
こ
と

は
、
ド
イ
ツ
法
の
下
で
は
婚
姻
法
お
よ
び
家
族
法
改
正
第
一
法
律
の
大

き
な
進
歩
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
そ
の
施
行
後
十
分
に
妥
当
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
た
。
裁
判
の
集
中
は
当
事
者
の
利
益
に

奉
仕
す
る
（
上
述
一
参
照
）
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
任
務
全
体
か
ら
み
た

八
二

場
合
に
は
訴
訟
促
進
に
も
奉
仕
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
新
た
な
訴
訟
手
続
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
問
題
点
を
有
す
る
。
す

な
わ
ち
、
（
1
）
家
庭
裁
判
所
と
後
見
裁
判
所
と
の
間
で
の
職
務
の
分
裂
、

お
よ
び
（
2
）
新
た
に
導
入
さ
れ
た
年
金
等
の
配
分
に
関
す
る
問
題
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
パ
ゑ

　
（
1
）
に
つ
い
て
　
家
庭
裁
判
所
と
後
見
裁
判
所
と
の
間
に
家
庭
事

件
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
事
務
分
配
が
な
さ
れ
る
と
き
は
、
必
然
的
に

競
合
す
る
裁
判
所
の
部
の
職
務
が
複
雑
に
交
錯
す
る
こ
と
に
な
る
。
裁

判
に
関
す
る
権
限
の
配
分
は
、
個
々
の
事
件
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な

い
。
両
者
間
で
の
移
送
に
つ
き
複
数
の
結
論
が
生
じ
る
。
そ
の
結
果
そ

れ
ぞ
れ
の
部
の
間
で
の
無
駄
な
権
限
上
の
争
い
や
、
権
限
あ
る
上
訴
裁

判
所
に
つ
い
て
の
上
訴
に
関
す
る
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
さ
ら
に
個
々
の

事
例
で
は
た
と
え
ば
人
的
監
護
の
分
裂
を
許
さ
な
い
民
法
一
六
七
一

条
第
四
項
二
段
お
よ
び
同
一
六
七
二
条
（
家
庭
裁
判
所
が
管
轄
す
る
）
と

こ
れ
を
許
す
民
法
一
六
六
六
条
（
後
見
裁
判
所
が
管
轄
す
る
）
と
の
関
係

を
考
え
て
も
、
実
体
的
に
関
連
の
あ
る
措
置
に
つ
い
て
余
計
な
回
り
路

を
さ
せ
て
い
る
。
実
務
が
行
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
回
り
路
は
上
述
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
レ

よ
う
な
手
続
状
態
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　

　
上
述
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
必
然
的
に
裁
判
所
構
成
法
二
三
条
一
項

二
段
に
規
定
さ
れ
た
「
家
庭
事
件
」
の
概
念
を
拡
張
し
、
す
べ
て
の
後

見
事
件
を
そ
の
概
念
の
中
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
。



そ
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
「
大
家
庭
裁
判
所
」
（
ひ
q
8
留
ω
男
曽
且
一
δ
鑛
甲

匡
o
窪
）
の
構
想
が
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
希
望
的
観
測

が
近
い
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
現
在
の
ド
イ
ッ
法
の
状
況

の
下
で
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
新
法
の

　
　
　
　
　
　
　
パ
め
レ

草
案
作
成
に
際
し
て
、
家
庭
裁
判
所
の
管
轄
権
を
一
般
的
な
家
事
に
関

す
る
手
続
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
立
法
論
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
管
轄
権
の
拡
大
は
、
さ
し
あ
た
り
重
要
な
三
種
の

裁
判
所
構
成
を
意
図
し
た
将
来
の
司
法
改
革
に
留
保
さ
れ
た
。
そ
の
よ

う
な
三
種
の
裁
判
所
構
成
が
実
現
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
確
か
で
は
な

い
。
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
「
大
家
庭
裁
判
所
」
を
創
設
す
る
こ

と
は
、
家
庭
事
件
と
後
見
事
件
と
に
つ
い
て
そ
の
上
訴
審
が
異
な
る
点

で
す
で
に
破
綻
を
来
た
す
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
裁
判
所
を

創
設
す
る
な
ら
ば
必
然
的
に
事
件
の
集
中
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
高

等
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
通
常
裁
判
所
の
負
担
過
重
を
も
引
き
起
こ
す

こ
と
に
な
り
、
実
際
的
に
見
て
も
そ
の
よ
う
な
責
任
を
裁
判
所
に
負
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぬ
ロ

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
2
）
に
つ
い
て
　
新
た
に
導
入
さ
れ
た
年
金
等
の
配
分
に
つ
い
て

は
し
ば
し
ば
公
式
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

務
を
あ
る
程
度
ま
で
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
解
決
は
な
ん
ら
も
た
ら
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
目
標
設
定
が
肯
定
さ
れ
ま
た
聡
明
な
市
民

の
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
目
標
を
肯
定
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
下
さ

れ
た
判
決
が
単
に
表
面
的
な
解
決
の
み
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
単
純

に
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
判
決
が
基
礎
と
し
た
常
に
変

化
し
つ
つ
あ
る
外
的
諸
状
況
の
も
つ
力
は
そ
の
よ
う
な
判
決
か
ら
離

れ
つ
つ
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
外
的
諸
状
況
の
も
つ
力
は
単
純
に
立
法
者

の
考
え
る
よ
う
な
方
法
で
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う

に
し
て
家
庭
裁
判
所
は
、
現
代
に
お
け
る
婚
姻
当
事
者
の
社
会
的
保
護

と
い
う
期
待
さ
れ
た
成
果
と
は
釣
り
合
わ
な
い
訴
訟
法
上
の
副
次
的

問
題
を
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

八
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離婚（ドイツ連邦共和国）

六

年

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1978

1979

1980

件　数

84740

48277

48874

58718

76520

106829

32462

79490

96222

統
計
資
料

比
較
法
学
二
四
巻
二
号

離婚判決により終了した訴訟手続の平均期聞（バイエルン）

年

1980

1981

平均期間

10．4ヵ月

10．5ヵ月

係属中の離婚訴訟〔附随事件を含めて〕（バイエルン）

総計 1980年：43801件 1981年：46780件

親の監護の規律 9065（20．7％） 10334（22．1％）

交渉の規律 1030（2．4％） 929（2．0％）

子の引渡し 32（0．1％） 17（0．04％）

子の扶養 3637（8．3％） 3529（7．55％）

配偶者の扶養 5353（12．2％） 5302（11．3％）

年金等の配分 19863（42．5％） 17598（40．2％）

住居、家財 4125（9．4％） 4009（8．6％）

夫婦財産法 2961（6．8％） 2797（6．0％）

八
四



外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四

分離された離婚附随事件（バイエルン）

総計 1980年：972件 1981年：943件

親の監護の規律 39（4．0％） 48（5．1％）

交渉の規律 10（1．0％） 11（1．2％）

子の引渡し 一 一

子の扶養 18（1．9％） 19（2．0％）

配偶者の扶養 30（3．1％） 41（4．3％）

年金等の配分 823（84．7％） 749（79．4％）

住居、家財 13（1．3％） 26（2．8％）

夫婦財産法 39（4．0％） 49（5．2％）

単独で係属する他の家庭事件（バイエルン）

総計 1980年：18977件 1981年：20553件

親の監護の規律 3512（18．6％） 3896（18．8％）

交渉の規律 1651（8．7％） 1678（8．2％）

子の引渡し 183（1．0％） 680（0．9％）

子の扶養 6180（32．7％） 6314（30．7％）

配偶者の扶養 5087（26．9％） 5744（27．9％）

年金等の配分 845（4．5％） 1031（5．0％）

住居、家財 791（4．2％） 985（4．8％）

夫婦財産法 628（3．3％） 752（3．7％）

上訴（バイエルン）

八
五

終了した手続 1980年：2404件 1981年：2352件

手続の対象

離婚手続 185（7．7％） 166（7．1％）

他の婚姻手続 16（0．7％） 3（0．1％）

分離された離婚付随事件

及び単独で係属する他の 2165（90．1％） 2141（91．0％）

家庭事件に関する手続

訴訟費用救助手続 38（1．6％） 42（1．8％）



第一審の裁判の種類による分類

1980年 1981年

離婚判決に対する控訴および抗告

（民訴法第629条a2項）に関する 800（33．3％） 760（32．3％）

手続

その他の家庭裁判所の裁判に対す

る控訴および抗告
1550（65．9％） 1566（65．1％）

離婚判決を対象とした控訴および抗告（民訴法第629条a）に関する手続

1980年 1981年

離婚事件と附随事件 53（6．6％） 46（6．1％）

離婚事件のみ 122（15．3％） 106（13．6％）

附随事件のみ 625（78．1％） 608（80．0％）

手数料の基準となる訴訟の目的物の価格

終了した婚姻手続における訴訟の
1980年 1981年

目的物の価格

4000DM（最小限の価格） 8．1％ 6．3％

4001－5000DM 6．1％ 5．4％

5001－6000DM 4．4％ 3．8％

6001－8000DM 17．9％ 16．7％

8001－10000DM 18．6％ 17．6％

10001－15000DM 22．8％ 25．2％

15001－20000DM 10．0％ 8．6％

20001－30000DM 7．0％ 7．4％

30001－50000DM 3．7％ 4．2％

（これ以上の訴訟の目的物の価格については、百分率か極めて低下する）

　　　　　　　　　　　平均的な訴訟の目的物の価格

500000DMまでを含めて

　1980年

14346DM

　1981年

15164DM

比
較
法
学
二
四
巻
二
号

八
六
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一
蒔
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一
。
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団
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§
誉
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魯
号
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評
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一
凶
①
轟
巴
o
ゲ
岳
く
R
貯
貸
窪
ρ
ω
＄
且
頴
び
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一
。
。
。
ω
旧
誉
ミ
＼
§
鮮
N
三
一
胃
o
N
Φ
窪
8
耳
一
。
。
。
ご
ざ
。
り
§
曾
磧
＼

　
　
　
の
9
ミ
息
”
N
三
一
震
o
N
①
窪
8
拝
一
。
。。
ご
山
8
G
。
§
題
＼
虫
ミ
騨
ひ

　
　
　
○
①
ω
Φ
言
菩
段
9
Φ
》
轟
①
一
Φ
鴨
嘗
①
一
8
づ
α
R
｛
邑
＆
一
一
蒔
窪
O
①
・

　
　
　
旨
拝
ω
富
爵
魯
＼
寄
。
耳
ω
℃
｛
一
Φ
篶
樋
Φ
ω
Φ
貫
一
。
。
。
ご
映
鳴
ミ
魁
＼

　
　
　
映
黛
ミ
妹
N
鳴
＼
§
闘
§
神
N
鳴
＼
”
問
O
O
く
O
吋
げ
’
＜
○
吋
　
吻
①
“
四
，

（
2
）
　
概
念
：
竃
8
N
℃
○
（
離
婚
、
婚
姻
の
取
消
し
ま
た
は
無
効
、
当

43
（
5
）

（
6
）

（
7
）

事
者
間
に
お
け
る
婚
姻
の
存
否
確
認
、
ま
た
は
婚
姻
生
活
の
回

復
）
。

　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ω
↓
－
U
歪
臭
ω
る
＼
3
0
ψ
津
Z
『
』
。

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ω
↓
6
歪
良
ω
嶋
＼
臼
O
ω
ふ
o
。
隼
第
三
五
回

ド
イ
ツ
法
律
家
大
会
の
討
議
に
つ
い
て
は
、
ω
α
品
ω
る
。
。
宍
る
9

一
ω
。
ω
。
鳳
ご
の
9
§
き
U
一
Φ
α
窪
け
ω
昌
Φ
冒
ω
什
貫
卜
。
＞
段
一
●
一
。
お

ψ
一
ω
認
h
■

　
　
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
特
に
評
騨
き
瓢
輿
閃
帥
日
勾
N

一
3
9
一
器
｛
｛
●
し
扇
㎝
ひ
。
諌
堕
旧
肉
ミ
籔
簿
”
Z
一
≦
一
。
①
一
」
。
。
曾
こ

ミ黛NN

恥
鳩
－
、
§
鳴
帖
恥
爵
N
ω
｝
　
四
鋤
○
。
　
ω
●
　
ω
O
O
胤
胤
4
　
切
N
O
～
）
　
閃
曽
ヨ
カ
N
　
一
〇
①
ω
｝

一
。
㎝
暁
ご
歳
§
誉
寄
ヨ
幻
N
一
。
①
S
ω
に
算
野
貸
鼻
評
ヨ
カ
N

一
。
①
8
＆
＝
●
二
W
①
ω
魯
一
島
切
＜
一
一
Z
『
る
号
ω
匙
U
①
暮
ω
魯
窪

冒
冨
8
旨
品
Φ
ω
。

　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
』
暮
§
む
ミ
℃
9
Φ
国
旨
註
o
巨
§
ひ
q
〈
8

霊
邑
一
一
Φ
鑛
Φ
旨
浮
雰
冒
α
窪
く
Φ
円
Φ
一
巳
讐
g
ω
鼠
讐
。
p
＞
亀

ω
α
」
9
る
ト
器
ご
O
x
＆
糞
器
ρ
ψ
o
。
●
そ
の
展
開
は
、
一
九
五

九
年
に
犯
罪
お
よ
び
非
行
に
関
す
る
合
衆
国
試
問
委
員
会
の
公
表

し
た
「
標
準
家
族
法
」
（
家
庭
裁
判
所
の
設
置
に
関
す
る
模
範
法
典
）

に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
ー
こ
の
点
に
つ
い
て
、
O
ミ
魯
ψ
誌
廿

N
①
｛
h

　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
法
務
省
参
事
官
ω
o
匿
臼
博
士
に
よ
る
第
一
一

報
告
（
家
庭
事
件
裁
判
制
度
）
に
お
け
る
詳
細
な
説
明
と
し
て
、

守
易
け
匡
＆
N
ξ
く
○
き
R
Φ
詳
琶
伊
Q
α
角
。
。
ω
一
g
琶
ひ
q
α
R

内
○
ヨ
ヨ
凶
ω
ω
一
8
｛
箭
O
①
『
8
窪
ω
＜
R
富
ω
ω
琶
閃
ω
お
o
窪
琶
血
国
8
窪
ω
・

℃
暁
一
〇
閃
Φ
吋
吋
Φ
O
げ
辞
＜
○
⇒
N
ω
・
I
N
O
，
］
■
］
■
。
一
〇
①
O
。

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

八
九



比
較
法
学
二
四
巻
二
号

九
〇

（
8
）

109
（
1
1
）

1312
（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

　
そ
れ
は
、
心
理
学
者
、
医
師
、
教
育
学
者
、
婚
姻
相
談
員
、
保
護

司
等
の
職
員
を
配
置
し
た
、
裁
判
所
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
あ
る

種
の
社
会
福
祉
官
庁
で
あ
っ
た
9
罫
虜
妹
§
鳴
ω
眞
ご
肉
ミ
籔
簿
ψ

一
。
8
）
。

　
の
ら
ミ
ミ
（
前
注
7
参
照
）
器
○
。
ω
」
9

　
置
男
血
ξ
o
び
一
●
団
『
o
閃
O
＜
○
ヨ
に
●
⑦
一
零
9
ω
ゆ
○
一
」
一
斜
田

二
⇒
α
》
旨
●
O
』
N
O
①
ω
①
9
N
ξ
Z
①
霞
①
鴨
一
⊆
ロ
ひ
q
α
Φ
ω
労
8
算
ω
α
①
『

①
一
一
Φ
注
魯
窪
ω
○
彊
①
＜
○
ヨ
一
〇
。
・
刈
■
一
〇
お
）
閃
O
国
」
一
8
一
●

　
ω
↓
－
U
毎
良
ω
る
＼
3
0
ω
」
お
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
婚
姻
事
件
お
よ

び
婚
姻
関
連
手
続
」
に
の
み
言
及
し
て
い
た
ー
「
草
案
は
、
特
に
子

に
関
す
る
事
件
や
後
見
事
件
と
い
う
一
般
的
な
家
庭
関
連
事
件
に

お
け
る
よ
う
な
他
の
類
似
し
た
領
域
へ
の
こ
の
よ
う
な
規
制
の
拡

張
を
度
外
視
し
た
」
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
、
山
8
き
”
閃
m
ヨ
勾
N
お
o。
9
9

　
ぎ
N
名
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一
国
旨
ω
魯
Φ
置
仁
昌
α
Q
窪
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ヨ
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一
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鋤
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幻
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鶏
o
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蕊
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中
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い
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判
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ミ
ミ
ー

§
斜
U
Φ
『
園
8
鐸
ω
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仁
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①
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〇
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。
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ヨ
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一
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O
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磯
（
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。
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一
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一
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O
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（
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〇
〇。
O
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四
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N
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o
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ピ
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（
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N
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閃
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力
N
一
〇
〇〇
一
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〇
〇
〇
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σ
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一
・
国
箒
勾
○
＜
2
置
』
山
O
ま
に
よ
り
、
追
加
さ
れ
た
。

　
ラ
ン
ト
の
司
法
管
理
部
は
、
こ
の
法
律
の
制
定
以
来
家
庭
裁
判

官
の
訓
練
の
た
め
の
特
別
の
課
程
を
継
続
し
て
実
施
し
て
き
た
。

　
前
掲
　
ω
O
員
閃
蝉
B
勾
N
一
〇
お
｝
関
ミ
q
o
。
㌣
の
ミ
ミ
尋
ミ
｝
9
Φ

＞
σ
鴨
窪
塁
漏
α
R
N
島
鼠
且
一
讐
魯
8
岳
華
ψ
ヨ
異
な
る
見
解

と
し
て
、
誉
ミ
ミ
墜
閃
四
ヨ
勾
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一
〇
ミ
ひ
o
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ご
問
¢
ヨ
国
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お
ふ
謡
旧

Z
旨
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一
〇
『
o
o
ひ
お
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N
勺
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ゆ
O
一
H
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吻
㈱
欝
伊
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0
N
℃
○
’

　
窟
8
N
勺
○
と
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関
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に
お
い
て
ま
8
三
・
が
国
際
裁
判
管
轄

を
規
定
し
て
い
る
。

　
N
℃
O
一
一
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鼠
一
，
一
〇
〇
〇
一
㈲
9
一
》
昌
ヨ
9
9

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
特
に
曽
ミ
織
曾
き
U
凶
Φ
＞
9
お
目
琶
閃
α
R

N
q
ω
紐
邑
凶
讐
Φ
一
什
窪
＜
o
昌
評
昌
一
一
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轟
Φ
誉
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o
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ヨ
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ω
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富
静
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①
膏
耳
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ω
ψ
力
Φ
磯
8
ω
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縛
ミ
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③
ミ
き
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昌
。
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は
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そ
れ
ゆ
え
一
六
七
一
条
後
段
を
、

「
子
の
利
益
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
と
き
は
、
監
護
権
の
一
部
は

他
方
配
偶
者
に
移
転
さ
れ
う
る
」
と
新
た
に
起
草
す
る
こ
と
を
提

案
し
て
い
る
。

　
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
、
O
O
8
鳶
勾
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カ
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お
o
。
9
ピ
O
顕
旧
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〇
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い
て
、
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富
罫
職
輿
閃
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〇
留
し
器
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一
翻
己
R
9
甘
こ
び
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㎝
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＄
旧
切
試
鳴
喰
暗
貸
N
げ
こ
信
磯
閃

一
鶏
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ω
曾
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甲
b
紺
魯
篭
ら
詳
§
”
N
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勺
O
一
ω
O
刈
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お
ご
映
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。
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題
き
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ω
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貯
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仁
p
鵯
鵬
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曾
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〇
〇
。
一
）
㈱
器
ダ
勾
N
、
一
ω
旧
織
鳴
義
こ

　
U
R
魯
蝕
ω
9
識
閃
①
》
鐸
守
き
営
α
R
o
こ
Φ
艮
一
一
魯
臼
O
R
8
鐸
ω
－

　
富
詩
Φ
詳
（
お
認
）
ω
ふ
鯉
曽
壽
ミ
暮
植
＝
磐
3
8
げ
勾
α
旨
」
o
。
軒
法

　
律
家
連
盟
の
家
族
法
委
員
会
も
ま
た
、
監
護
権
の
新
た
な
規
制
の

　
　
た
め
の
法
律
の
代
替
草
案
に
お
い
て
、
家
庭
裁
判
所
の
管
轄
権
の

　
拡
大
を
支
持
し
た
（
国
色
R
①
匡
5
ミ
）
。
司
法
改
革
の
動
向
に
つ
い

　
　
て
は
、
の
罫
ミ
き
ミ
器
P
ω
」
蕊
頃
を
参
照
。

（
2
8
）
　
ω
↓
－
U
歪
0
5
る
＼
9
ρ
ψ
ド
お
｛
●
し
o。
O
●

（
2
9
）
　
の
息
ミ
き
箋
四
”
9
ω
」
o
。
O
欺
も
同
旨
。

　
〔
あ
と
が
き
〕
　
｝
九
八
三
年
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た
第

七
回
訴
訟
法
国
際
会
議
で
は
、
「
家
庭
事
件
裁
判
制
度
」
（
寄
巨
瀞
亭

吟
R
凶
9
＄
訂
詩
Φ
ε
が
そ
の
テ
ー
マ
の
】
つ
と
し
て
討
議
さ
れ
た
。
本
稿

は
こ
の
会
議
の
た
め
提
出
さ
れ
た
西
ド
イ
ツ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
レ
ポ
ー

ト
（
レ
ポ
ー
ト
原
題
名
・
U
一
〇
＞
鼠
題
冨
留
ω
空
魯
9
お
凶
口

貯
一
昌
凱
Φ
員
Φ
o
窪
一
8
げ
Φ
づ
因
○
嘗
＝
耳
o
員
男
蝉
ヨ
筐
窪
閃
R
一
9
a
び
餌
詩
①
一
什
〉
）

の
翻
訳
で
あ
る
（
中
村
英
郎
「
家
庭
事
件
裁
判
制
度
の
比
較
法
的
研
究
」

比
較
法
学
一
九
巻
一
号
〔
一
九
八
五
〕
一
頁
以
下
参
照
）
。
筆
者
フ
ィ
ル
シ

ン
グ
氏
（
零
象
U
き
内
曽
一
コ
お
o
露
お
）
は
、
西
ド
イ
ツ
、
レ
ー
ゲ
ン

ス
ブ
ル
ク
大
学
教
授
で
あ
ら
れ
た
が
、
一
九
八
六
年
、
享
年
六
五
才
で

亡
く
な
ら
れ
た
。
教
授
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
紹
介
し
た
一
九
七
七
年
施
行
の
婚
姻
法
お
よ

び
家
族
法
改
正
第
一
法
律
に
基
づ
く
西
ド
イ
ツ
の
家
庭
事
件
裁
判
制

度
は
、
そ
の
後
数
回
に
わ
た
り
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
を
紹
介
し
た
も
の

と
し
て
、
森
勇
「
西
ド
イ
ツ
家
庭
裁
判
所
制
度
の
そ
の
後
－
一
九
八
六

年
の
改
革
1
」
家
裁
月
報
三
八
巻
一
二
号
〔
一
九
八
六
〕
一
頁
以
下
が

ま
た
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
統
計
資
料
と
し
て
、
林
屋
礼
二
「
西

ド
イ
ツ
の
家
庭
事
件
の
概
況
」
法
学
五
四
巻
五
号
〔
一
九
九
〇
〕
一
頁

以
下
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻
訳
担
当
小
松
良
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
士
舘
大
学
法
学
部
助
教
授

外
国
民
事
訴
訟
法
研
究
（
四
）

九
一


